
お知らせ

ま
い
に
ゃ
ん
ば
ー
商
品
券
が

使
え
る
の
は
２
月
末
日
ま
で

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
促
進

と
地
域
の
消
費
喚
起
を
目
的
と
し
て
、

カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
人
お
よ
び
２

月
15
日
ま
で
に
交
付
申
請
を
済
ま
せ
た

こ
と
が
確
認
で
き
た
人
へ
配
布
し
て
い

る
「
ま
い
に
ゃ
ん
ば
ー
商
品
券
」
を
使

用
で
き
る
期
限
は
28
日（
日
）ま
で
で

す
。

　
期
限
を
過
ぎ
る
と
使
用
で
き
な
く
な

り
、
ま
た
、
商
品
券
が
余
っ
て
も
払
い

戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
。
商
品
券
を
お
持

ち
の
人
は
期
限
内
に
全
て
お
使
い
く
だ

さ
い
。

商
品
券
の
額　
１
人
に
つ
き
５
０
０
０
円

使
用
期
限　
２
月
28
日（
日
）

商
品
券
を
使
用
で
き
る
店
舗
な
ど　
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
２

高
梁
市
総
合
計
画
・
前
期
基
本

計
画
へ
の
意
見
を
募
集

　
現
在
策
定
中
の「
高
梁
市
総
合
計
画
・

前
期
基
本
計
画（
案
）」
の
内
容
を
公
表

し
、
皆
さ
ん
か
ら
意
見（
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
）を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
期
間　
２
月
10
日（
水
）～
３
月
５

日（
金
）

提
出
方
法　
氏
名（
ま
た
は
団
体
名
）、

住
所
、
電
話
番
号
な
ど
を
明
記
の
上
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

①
企
画
政
策
課
、
各
地
域
局
、
ま
た
は

各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
提
出

②
企
画
政
策
課（
〶
７
１
６
‐
８
５
０
１

（
住
所
不
要
））へ
郵
送（
３
月
５
日
必
着
）

③
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
電
子
申
請

提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
扱
い

①
計
画
策
定
な
ど
の
参
考
に
し
ま
す
。

②
提
出
さ
れ
た
意
見
の
内
容
と
そ
れ
に

対
す
る
実
施
機
関
の
考
え
方
を
後
日
公

表
し
ま
す
。
た
だ
し
、
住
所
・
氏
名
の

明
記
が
な
い
も
の
や
誹
謗
中
傷
を
内
容

と
す
る
も
の
は
除
き
ま
す
。
な
お
、
住

所
・
氏
名
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

③
個
々
の
意
見
に
対
し
て
直
接
個
別
の

回
答
は
で
き
ま
せ
ん
。

④
賛
否
の
結
論
だ
け
の
意
見
や
、
趣
旨

が
不
明
瞭
な
意
見
に
は
回
答
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

閲
覧
方
法　
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
企
画
政
策

課
、
各
地
域
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
企
画
政
策
課

☎（
21
）０
２
０
８

国
民
年
金
の
納
付
特
例（
猶

予
）制
度
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
は
国
内
に
在
住
の
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
人
が
加
入
し
、
老
後
の

生
活
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
の

た
め
に
皆
さ
ん
で
保
険
料
を
出
し
合
い

お
互
い
に
支
え
合
う
制
度
で
す
。

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金

が
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

経
済
的
に
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な

場
合
は
「
学
生
納
付
特
例
制
度（
学
生

の
み
）」
や
「
納
付
猶
予
制
度（
50
歳
未

満
）」
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
２
／
日
本

年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所
☎（
21
）

０
５
７
０

年
金
相
談
が
予
約
で
き
ま
す

　
年
金
事
務
所
で
は
、
窓
口
で
の
相
談

や
手
続
き
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
予
約
を
す
る
こ
と
で
相
談
や
手
続

き
の
時
間
短
縮
が
行
え
ま
す
。

　
予
約
を
す
る
と
き
は
、
お
手
元
に
基

礎
年
金
番
号
が
分
か
る
年
金
手
帳
や

年
金
証
書
な
ど
を
用
意
し
て
、
予
約

専
用
電
話
番
号（
０
５
７
０
‐
０
５
‐

４
８
９
０
）へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日（
平
日
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所

☎（
21
）０
５
７
０

成
羽
病
院

　
　

看
護
師
・
薬
剤
師
募
集

　
成
羽
病
院
で
は
看
護
師
・
薬
剤
師
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
勤
務
内
容
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
成
羽
病
院
事
務
局
☎（
42
）３
１
１
１

マイナンバーカードが健康保険証に！！
　全国で３月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。医療機関・薬局
によって開始時期が異なりますので医療機関などにご確認ください。なお、現在の健康保険証が利用で
きなくなるわけではありません。

利用するには申し込みが必要です！

マイナンバーカードを保険証として利用する５つのメリット！
就職・転職・引越を
しても使用可能

薬の情報を医療機関
などで共有

マイナポータルで特定健診情報や
薬剤・医療費情報が見られます
※令和３年 10 月から予定

確定申告での医療費控除
の手続きが簡単
※令和３年分から対象（予定）

高額療養費制度において限度額適
用認定証が不要
※国民健康保険税の滞納がある人は対象外

マイナンバーカードの交付申請
市民課　（21）０２５２
健康保険証としての利用
（国民健康保険・後期高齢者医療保険）
健康づくり課　（21）０２５８

その他問い合わせ先

高梁市の市外局番は「0866」です 10Ｒ3 (2021) ２月11 Ｒ3 (2021) ２月

短
歌 　
　

夕
暮
れ
の 

木
立
に
新
雪 

か
が
や
き
て 

私
は
走
る 

長な
が
や
ば
し

屋
橋　
　

佐さ

さ

き

み

ほ

こ

々
木
美
保
子
さ
ん
（
備
中
町
長
屋
）

短
歌 　
　

初は
つ
ご
お
り氷 

キ
ラ
キ
ラ
光ひ

か

る 

井い
だ
に
が
わ

谷
川 

ま
る
で
氷

ひ
ょ
う
じ
ょ
う上 

極ご
っ
か
ん
し

寒
沁
み
る　
　

池い
け
だ
り
え
こ

田
利
恵
子
さ
ん
（
落
合
町
阿
部
）


